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年金を受けているかたが亡くなった 
ときは年金の死亡届が必要です 
　年金を受給しているかたが死亡されたときは、す

みやかに「年金受給権者死亡届」を提出してください。

この届出が遅れますと、年金を受け取り過ぎとなり

後日返していただくことになります。 

　なお、亡くなられたかたと生計を同じくしていた

遺族がいるときは、亡くなられた月までの年金で、

まだ受け取られていない分の年金を受け取ることが

できます。この場合は、「年金受給権者死亡届」と併

せて「未支給年金・保険給付請求書」を提出してく

ださい。（複写式） 

福井社会保険事務所　　　　　　　 
（10776－23－4516（国民年金第一課）） 
（10776－23－4518（年金給付課）） 
URL　http://www.sia.go.jp 
市民課（188‐8102） 

　社会保険労務士による 
　　　「ねんきん特別便」相談日 
9月17日（水）、10月1日（水）、15日（水） 
11月5日（水）、19日（水） 

10月1日  国民健康保険証を更新します 
　現在使用中の国民健康保険証の有効期限は9月30日と

なっています。新しい保険証はそれまでに被保険者の皆様

のお宅へ送付します。保険証の色は今までと同様、一般の

かたは「オレンジ色」、退職者のかたは「青色」です。 

　新しい保険証の有効期限は、平成21年7月31日です。

75歳の誕生日を迎え、長寿医療制度に移行されるかたは、

誕生日の前日が有効期限となっています。 

　旧保険証は、市民課、「すこやか」、または、お近くの公

民館へお返しください。 

特
定
健
診
は
受
診
し
ま
し
た
か
？ 

ぜ
ひ
受
診
し
ま
し
ょ
う 

今後の日程 

受付時間　午前8時30分～10時30分 
　　　　　（遅羽公民館は午前10時まで） 
※医療機関でも受診することができます 
※「受診券」と「保険証」が必要です 

月　　　日 場　　所 

9月 

１１月 

１６日（火）・１８日（木） 

２日（木） 

８日（水） 

２２日（水） 

１１日（火）・２０日（木） 
２３日（日） 

福祉健康センター 
　「すこやか」 

福祉健康センター 
　「すこやか」 

鹿谷公民館 

遅羽公民館 
１０月 

７５
歳
以
上
の
か
た
へ 

長
寿
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ 

　
平
成
２０
年
4
月
か
ら
、
長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
が
始
ま
り
、

７５
歳
以
上
の
か
た
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
か
た
は
６５
歳
以
上
）
は
、
こ
の
制
度
に

よ
る
医
療
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　
こ
う
し
た
中
、
こ
れ
ま
で
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
て
、
政
府
・
与
党
に
お
い
て
改

善
策
（
見
直
し
方
針
）
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。（「
広
報
か
つ
や
ま
」
8
月
号
参
照
） 

　
保
険
料
の
軽
減
に
該
当
す
る
か
た
や
、
保
険
料
の
納
め
方
を
変
更
し
た
い
か
た
な

ど
は
、
次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

市
民
課（
1

８８
‐
8
1
0
2
）
 

（１）社会保険等の加入者本人であったかた 

（２）社会保険等の被扶養者であったかた 

保険料の納め方 
７月から９月までは、納付書または口座振替により納付 
１０月から年金天引き 

平成１９年中の所得を基に算出 平成２０年度の 
　　　保険料額 

保険料の納め方 １０月から年金天引き 

2,100円 
平成２０年度の 
　　　保険料額 

広報かつやま9月号 No.646 10 広報かつやま9月号 No.64611

現
在
、
政
府
決
定
（
平
成
２０
年
6
月
１２
日
）

に
よ
る
保
険
料
の
軽
減
に
該
当
す
る
か
た
に

つ
い
て
は
、
8
月
中
旬
に
「
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
決
定
（
変
更
）
通
知
書
」
を
送

付
し
て
い
ま
す
。（
右
下
）

7
月
中
旬
に
送
り
ま
し
た
「
保
険
料
額
決

定
通
知
書
」
に
は
、
見
直
し
が
決
定
さ
れ
る

前
で
し
た
の
で
、
軽
減
が
さ
れ
る
前
の
金
額

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
の

保
険
料
の
軽
減
に
該
当
す
る
か
た
に
は
、
新

た
に
「
保
険
料
額
決
定
（
変
更
）
通
知
書
」

が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
（
軽
減
に
該
当
す
る

か
た
の
み
）。

軽
減
に
該
当
す
る
か
た
に
は
、
7
月
と
8

月
に
そ
れ
ぞ
れ
通
知
書
が
送
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・
7
月
か
ら
普
通
徴
収
で
納
め
る
か
た
は
、

１
期
分
（
7
月
３１
日
納
期
限
分
）
は
、
7

月
に
送
り
ま
し
た
納
付
書
に
て
納
め
て
く

だ
さ
い

・
2
期
分
（
9
月
１
日
納
期
限
分
）
か
ら
は
、

8
月
に
送
り
ま
し
た
納
付
書
に
て
納
め
て

く
だ
さ
い

【
普
通
徴
収
】
納
付
書
や
口
座
振
替
に
て
納

め
る
か
た

※
個
人
に
よ
っ
て
保
険
料
お
よ
び
、
納
め
る

方
法
が
異
な
り
ま
す

※
納
付
書
で
納
め
る
か
た
は
、
口
座
振
替
が

便
利
で
す
。
通
帳
と
届
出
印
を
持
っ
て
、

金
融
機
関
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

長
寿
医
療
の
保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年

金
天
引
き
に
よ
り
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
場
合

は
、
保
険
料
の
納
め
方
を
口
座
振
替
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
税
を
確
実
に
納

付
し
て
い
た
か
た
（
世
帯
主
で
、
長
寿
医

療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
か
た
）

→

本
人
の
口
座
か
ら
振
替
で
き
ま
す

②
年
金
収
入
が
１
8
0
万
円
未
満
の
か
た

→

世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
の
預
金
口
座
か
ら

振
替
で
き
ま
す

申
出
時
に
必
要
な
も
の
▼
通
帳
、
印
鑑

※
１０
月
か
ら
年
金
天
引
き
を
中
止
し
た
か
た

は
、
9
月
か
ら
口
座
振
替
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
通
知
書
を
9
月
中
旬
に
送
付
す
る
予

定
で
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

※
長
寿
医
療
の
保
険
料
は
、
保
険
料
が
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
年

金
受
給
者
に
社
会
保
険
料
控
除
が
適
用
さ

れ
ま
す

※
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
し
た

場
合
は
、
振
替
を
す
る
口
座
名
義
人
の
か

た
に
社
会
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
、
世

帯
と
し
て
の
所
得
税
お
よ
び
個
人
市
民
税

の
負
担
が
少
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

※
年
金
受
給
額
が
年
間
１８
万
円
未
満
の
か
た

や
、
介
護
保
険
料
と
長
寿
医
療
の
保
険
料

を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
受
給
額
の
2
分
の

１
を
超
え
る
か
た
に
つ
い
て
は
、
年
金
天

引
き
さ
れ
ず
、
１０
月
以
降
も
納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す

新
た
に
軽
減
を
受
け
ら
れ
た
か
た
の

保
険
料
の
納
め
方
に
つ
い
て

保
険
料
の
納
め
方
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す

社
会
保
険
等
の
加
入
者
本
人
で
あ
っ

た
か
た
や
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
か
た

は
、
原
則
と
し
て
１０
月
か
ら
年
金
天

引
き
が
始
ま
り
ま
す

勝
山
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
１０
月
１５
日

に
支
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
保
険
税
を
お
支
払

い
い
た
だ
く
制
度
を
実
施
し
ま
す
。

対
象
者
▼
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
が
世
帯
主
も
含
め
て
全
員
、
６５
歳
か

ら
７４
歳
ま
で
の
世
帯
の
世
帯
主
の
か
た
。

勝
山
市
で
は
約
7
0
0
世
帯
が
対
象
で
す

※
世
帯
内
に
７５
歳
以
上
の
長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
に
加
入
す
る

か
た
が
い
る
場
合
や
、
世
帯
内
の
６５
歳
未

満
の
か
た
全
員
が
会
社
の
健
康
保
険
な
ど

の
被
用
者
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合
も

対
象
に
な
り
ま
す

※
長
寿
医
療
制
度
と
同
様
、

①
年
金
額
が
年
額
１８
万
円
（
月
額
１
万
5

0
0
0
円
）
未
満
の
場
合

②
介
護
保
険
料
と
あ
わ
せ
た
保
険
料
（
税
）

額
が
年
金
額
の
2
分
の
１
を
超
え
る
場

合
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
対
象
と
は
な

り
ま
せ
ん

保
険
税
額
▼
１０
月
、
１２
月
お
よ
び
翌
年
2
月

の
各
月
に
、
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ

く
保
険
税
額
は
、
原
則
と
し
て
、
平
成
２０

年
度
の
保
険
税
額
か
ら
、
平
成
２０
年
9
月

ま
で
に
納
付
書
な
ど
で
納
め
た
額
を
、
差

し
引
い
た
額
を
3
等
分
し
た
金
額
で
す

メ
リ
ッ
ト
①
　
老
後
を
支
え
る
終
身
年
金

国
民
年
金
は
生
き
て
い
る
限
り
、
必
ず
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
一
生
涯
の
保
障
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
安
心
で
す
。

メ
リ
ッ
ト
②
　
国
民
年
金
は
経
済
の
変
動
に

も
負
け
ま
せ
ん

賃
金
や
物
価
の
変
動
に
あ
わ
せ
て
年
金
額

が
改
定
さ
れ
る
た
め
、
貨
幣
価
値
が
変
動
し

て
も
年
金
の
価
値
は
保
証
さ
れ
ま
す
。

（
例
）
老
齢
基
礎
年
金
の
額

６０
万
円
（
昭
和
６１
年
度
）

→

７９
万
2
1
0
0
円
（
平
成
２０
年
度
）

メ
リ
ッ
ト
③
　
生
涯
の
年
金
額
は
納
め
た
保

険
料
の
１
・
7
倍

平
均
寿
命
ま
で
年
金
を
受
給
し
た
場
合
、

支
払
っ
た
保
険
料
を
下
回
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
生
涯
受
給
年
金
額
は
、
現
在
２０
歳
の

か
た
で
も
、
厚
生
労
働
省
の
試
算
で
は
１
・
7

倍
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
④
　
不
測
の
事
態
に
備
え
る
保
険

と
し
て
の
年
金

加
入
者
が
事
故
や
病
気
で
障
が
い
が
残
っ

た
場
合
は
「
障
害
基
礎
年
金
」
が
、
夫
を
亡

く
し
母
子
家
庭
に
な
っ
た
場
合
は
「
遺
族
基

礎
年
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
受
給
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
保
険
料
の

納
付
要
件
が
必
要
で
す

メ
リ
ッ
ト
⑤
　
納
め
た
保
険
料
分
、
税
金
の

負
担
が
軽
減

納
め
た
保
険
料
は
「
社
会
保
険
料
控
除
」

と
し
て
全
額
税
控
除
の
対
象
と
な
り
、
税
金

が
安
く
な
り
ま
す
。

2期分からは「保険料額決定（変更）
通知書」にある納付書で納めてください。
（普通徴収で軽減に該当するかたのみ）


